
実施場所
笠松小学校
松枝小学校
下羽栗小学校

日時（受付時間）
10月 3日（木）13：00
10月18日（金）13：00
10月 1日（火）12：40

福祉医療費受給者証（重度）更新の手続きを
　福祉医療費受給者証（重度心身障がい者）をお持ちの方は、9月30日で有効期限が満了となります
ので、更新の手続きが必要です。該当する方には更新案内を郵送しますので、期限までに申請してく
ださい。

9月30日（月）
役場1階住民課で申請または郵送

※受給資格により、持ち物が異なります。更新案内をよくご確認ください。
※有効期限が9月30日までの精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳更新後に福祉医療費

受給者証の更新も案内します。
e住民課　☎388‐1115

家屋を新増築、取り壊しをしたときは届け出を
　固定資産税は、土地や家屋の使用状況によって税負担が軽減されます。
　家屋の新増築や取り壊し、用途変更があったときは、お早めに税務課まで次の
届け出をしてください。
　特に家屋の一部または全部を取り壊したときは、速やかに「家屋取壊届出書」の
提出をお願いします。この届け出がないと、家屋を取り壊したという確認ができな
いため、翌年度以降も課税される場合がありますので、必ず届け出をしてください。
■届け出が必要なときとその届出書など

※登記された家屋を取り壊した場合は、別途、法務局で滅失登記をする必要があります。
c税務課　☎388‐1112

令和7年4月
小学校新入学予定児童の健康診断案内
　来春、新入学を予定する児童の健康診断等
を行います。対象児童の保護者の方には、9月
中旬までに各小学校より通知します。
健康診断などの内容
・内科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科等の各検査
・知能検査、言語の検査

※通知のあった学校で健康診断を受けられない
場合は、必ず教育委員会へ連絡してください。
不明な点があればお気軽にご相談ください。

c羽島郡二町教育委員会　学校教育課
　☎245‐1133

使用済み食用油の回収
　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボラン
ティア団体のご協力で実施しますので、ご利用く
ださい。

9月13日（金）
午前9時30分～11時30分
役場、笠松中央交流センター、
松枝交流センター、下羽栗会館

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール、アルミ
缶、古着（布）も同時に回収します。

c環境経済課　☎388‐1114

選挙管理委員会委員長・職務代理者
の決定
　第2回笠松町議会定例会で、任期満了に伴う
選挙管理委員会委員の選挙が行われ、委員が
決定しました。
　また、7月30日に開催された選挙管理委員会
で、委員長、同職務代理者が次のとおり決定し
ました。
 （敬称略）
委員長　高橋 豊（弥生町）
委員長職務代理者　秋田 紘雄（宮川町）
委員　金森 忠夫（門間）
委員　藤井 美奈（円城寺）
　任期は令和10年7月28日までです。

岐阜基地　航空機救難消防訓練
　万が一の航空機事故など発生時の被害を最
小限に止めるため、法律などで定められた訓練
を行います。
　訓練に伴い黒煙が発生しますが、環境に配慮
し、灯油の使用は最小限としていますので、ご理
解をよろしくお願いします。

9月12日（木）（予備日9月13日（金））
午前5時20分～8時
岐阜基地内

c航空自衛隊岐阜基地渉外室　☎382‐1101

こんなとき 家屋の所有者

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

家屋を新築または増築したとき
（申告にあたっては家屋の評価を実施します）

家屋を建て替えるとき

家屋の全部または一部を取り壊したとき

家屋の用途を変更したとき
（例　店舗を住宅に変更など）

家屋が災害などの理由により滅失または損壊
したとき

未登記家屋の所有者を変更するとき

・新築住宅に関する固定資産
税の減額申告書
（未登記の場合は「未登記家
屋取得届出書」も必要です）

・家屋取壊届出書

・家屋取壊届出書

・家屋用途変更届出書

・家屋取壊届出書

・固定資産税減免申請書

・未登記家屋取得届出書

土地の所有者

・住宅用地認定申告書

・住宅建替中の土地に係る申告書

・住宅用地認定申告書

・被災住宅用地の特例適用申告書

リバーサイドカーニバル2024　10月27日（日）開催！リバーサイドカーニバル2024　10月27日（日）開催！
会場：笠松みなと公園
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